
２００４．９．１ （３）

肺
が
ん
・
胃
が
ん
検
診

【
肺
が
ん
検
診
】

○
対
象　
　

歳
以
上
の
町
田
市
民
で
勤

４０

務
先
等
で
検
診
の
機
会
が
な
い
方
（
１

年
に
１
回
受
け
ら
れ
ま
す
）

※
妊
娠
し
て
い
る
方
及
び
疑
い
の
あ
る

方
は
受
診
で
き
ま
せ
ん
。

○
日
時　
　

月　

日
（
月
）
午
前
９
時

１０

２５

〜
正
午

○
会
場　

健
康
福
祉
会
館

○
内
容　

問
診
、
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮

影
、
か
く
た
ん
検
査

○
定
員　
　

人
（
抽
選
）

８０

○
費
用　

１
２
０
０
円

【
胃
が
ん
検
診
】

○
対
象　
　

歳
以
上
の
町
田
市
民
で
勤

３５

務
先
等
で
検
診
の
機
会
が
な
い
方
（
１

年
に
１
回
受
け
ら
れ
ま
す
）

※
①
胃
及
び
十
二
指
腸
の
病
気
で
手
術

歴
の
あ
る
方
、
現
在
治
療
中
ま
た
は
経

過
観
察
中
の
方
②
胃
腸
に
何
ら
か
の
自

覚
症
状
が
あ
る
方
③
妊
娠
中
及
び
妊
娠

の
疑
い
の
あ
る
方
は
受
診
で
き
ま
せ
ん
。

○
期
日
・
会
場　
　

月　

日
（
月
）
〜

１０

１８

　

日
（
水
）
＝
健
康
福
祉
会
館
、　

日

２０

２１

（
木
）
＝
鶴
川
市
民
セ
ン
タ
ー
、　

日
２２

（
金
）
＝
木
曽
山
崎
セ
ン
タ
ー

○
時
間　

午
前
９
時
〜
正
午

○
内
容　

問
診
、
レ
ン
ト
ゲ
ン
間
接
撮

影
（
バ
リ
ウ
ム
を
飲
み
ま
す
）

○
定
員　

各
日　

人
（
抽
選
）

５０

○
費
用　

８
０
０
円

　
　
　
　
　

◇

○
申
し
込
み　

ハ
ガ
キ
（
１
人
１
枚
）

に
「
肺
が
ん
検
診
申
し
込
み
」
ま
た
は

「
胃
が
ん
検
診
申
し
込
み
」
と
書
き
、

住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）
・
生
年
月

日
・
性
別
・
電
話
番
号
・
胃
が
ん
検
診

は
希
望
会
場
・
希
望
日
（
第
３
希
望
ま

で
）
を
明
記
し
、
９
月
８
日
ま
で
（
消

印
有
効
）
に
健
康
課
へ
。

※
受
診
案
内
等
は
、　

月
上
旬
ま
で
に

１０

送
付
し
ま
す
。

【
非
負
担
者
に
つ
い
て
】

　

次
の
方
は
無
料
と
な
り
ま
す
。

○
○福
 

医
療
証
を
お
持
ち
の
方

○
○老
 

老
人
保
健
法
医
療
受
給
者
証
を
お

持
ち
の
方

○
高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち
の
方

○
２
０
０
４
年
度
の
市
民
税
非
課
税
世

帯
の
方

○
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
方

※
受
診
で
き
る
方
に
郵
送
さ
れ
る
検
診

申
込
書
で
、
当
日
、
負
担
・
非
負
担
の

届
け
出
を
し
て
下
さ
い
。

成
人
歯
科
健
康
診
査

　

歯
の
健
康
の
保
持
を
目
的
と
し
て
健

診
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

○
対
象　

健
診
日
に　

歳
〜　

歳
の
町

４０

６５

地
域
医
療
講
演
会

【
介
護
に
お
け
る
口
腔
ケ
ア
】

健
康
課
11
７
２
５
・
５
４
７
１

　

直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ
い
。

○
日
時　

９
月　

日
（
木
）
午
後
６
時

１６

　

分
〜
８
時　

分

３０

３０

○
会
場　

町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

○
講
師　

黒
岩
恭
子
氏

○
定
員　

１
８
０
人
（
先
着
順
）

※
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

市
民
健
康
相
談

【
泌
尿
器
科
に
関
す
る
相
談
】

健
康
課
11
７
２
５
・
５
１
７
８

　

町
田
市
医
師
会
の
協
力
に
よ
り
、
泌

尿
器
科
医
師
、
保
健
師
、
栄
養
士
に
よ

る
個
別
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

○
日
時　

９
月　

日
（
木
）
午
後
１
時

１６

　

分
〜
３
時

３０○
会
場　

健
康
福
祉
会
館

○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

１０

○
申
し
込
み　

電
話
で
健
康
課
へ
。

※
昨
年
度
相
談
さ
れ
た
方
は
ご
遠
慮
下

さ
い
。幼

児
食
講
習
会

３
月
生
ま
れ
の
子
と
保
護
者

○
日
時　
　

月
１
日
（
金
）
午
前
９
時

１０

　

分
〜
正
午

５０○
会
場　

健
康
福
祉
会
館

○
内
容　

幼
児
期
の
栄
養
と
発
達
に
つ

い
て
の
話
、
試
食
、
グ
ル
ー
プ
相
談

○
定
員　
　

組
（
申
し
込
み
順
）

２５

※
一
度
参
加
さ
れ
た
方
や
、
き
ょ
う
だ

い
を
お
連
れ
で
の
参
加
は
ご
遠
慮
下
さ

い
。

○
申
し
込
み　

電
話
で
健
康
課
へ
。

精
神
保
健
家
族
教
室

　

病
気
の
理
解
や
家
族
の
対
応
に
つ
い

て
学
び
、
日
頃
お
困
り
の
こ
と
等
の
話

し
合
い
を
し
ま
す
。
そ
う
し
た
学
び
を

通
し
て
家
族
に
余
裕
が
生
ま
れ
、
本
人

に
も
良
い
影
響
を
与
え
ま
す
。

○
対
象　

統
合
失
調
症
で
治
療
を
始
め

て
間
も
な
い
方
の
家
族
（
原
則
全
回
参

加
可
能
な
方
）

○
日
時　

９
月　

日
、　

日
、　

日
、

１５

２２

２９

　

月
６
日
（
い
ず
れ
も
水
曜
日
）
午
後

１０２
時
〜
４
時

○
会
場　

町
田
保
健
所
研
修
棟
２
階

○
内
容　

家
族
教
室
の
意
義
、
自
己
紹

介
、
病
気
の
理
解
と
治
療
、
家
族
の
対

応
と
社
会
資
源
、
参
加
者
の
交
流
会

○
講
師　

多
摩
総
合
精
神
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー
医
師
、
全
国
精
神
障
害
者
家
族

会
連
合
会
相
談
員
、
保
健
所
保
健
師

○
定
員　
　

人
１５

○
申
し
込
み　

９
月
８
日
ま
で
に
電
話

で
町
田
保
健
所
（
11
７
２
２
・
０
６
２

１
）
へ
。

市
営
住
宅
・
都
営
住
宅
入
居
者

　

あ
き
家
市
営
住
宅
（
一
般
世
帯
向
・

車
い
す
使
用
者
世
帯
向
）
の
入
居
者
を

募
集
し
ま
す
。

○
資
格　

①
町
田
市
内
に
６
か
月
以
上

居
住
し
て
い
る
成
年
者
（　

歳
未
満
の

２０

既
婚
者
を
含
む
）
で
②
同
居
親
族
（
内

縁
及
び
婚
約
者
を
含
む
）
が
あ
り
（
車

い
す
使
用
者
世
帯
向
は
申
込
者
本
人
ま

た
は
同
居
親
族
の
中
に
満
６
歳
以
上
の

車
い
す
の
使
用
者
が
い
る
こ
と
）
③
所

得
が
定
め
ら
れ
た
基
準
以
内
の
④
住
宅

に
困
っ
て
い
る
方

○
募
集
戸
数　

３
人
以
上
の
一
般
世
帯

向
、
金
森
１
０
５
５
＝
１
戸
▽
５
人
以

上
の
一
般
世
帯
向
、
金
森
１
０
５
５
＝

１
戸
▽
車
い
す
使
用
者
世
帯
向
（
３
人

以
上
の
世
帯
）
、
森
野
５－

　

＝
１
戸

２３

【
都
営
シ
ル
バ
ー
ピ
ア
住
宅
入
居
者
】

　

高
齢
者
に
配
慮
し
た
仕
様
（
段
差
解

消
、
手
す
り
、
緊
急
通
報
装
置
等
）
を

備
え
、
安
否
の
確
認
等
を
行
う
生
活
協

力
員
が
配
置
さ
れ
た
都
営
住
宅
シ
ル
バ

ー
ピ
ア
（
高
齢
者
集
合
住
宅
）
地
元
割

当
分
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

○
資
格　

①
町
田
市
内
に
３
年
以
上
居

住
し
て
い
る　

歳
以
上
の
方
で
②
所
得

６５

が
定
め
ら
れ
た
基
準
以
内
の
③
住
宅
に

困
っ
て
い
る
方

※
単
身
者
向
は
、
原
則
と
し
て
現
在
同

居
し
て
い
る
親
族
が
い
な
い
単
身
者
で

自
立
可
能
な
方
（
介
護
が
受
け
ら
れ
る

場
合
を
含
む
）
。

※
二
人
世
帯
向
は
、
同
居
親
族
（　

歳
６５

以
上
、
配
偶
者
は
お
お
む
ね　

歳
以

６０

上
）
が
い
る
こ
と
。

○
募
集
戸
数　

市
内
７
地
区
、
単
身
者

向
＝
４
戸
▽
２
人
世
帯
向
＝
４
戸

◇

○
申
込
用
紙
配
布
期
間　

９
月　

日
ま

１０

で
（
４
日
、
５
日
は
市
民
課
駅
前
連
絡

所
の
み
配
布
）

○
配
布
場
所　

住
宅
課
（
中
町
第
二
庁

舎
１
階
）
、
高
齢
者
福
祉
課
（
都
営
シ

ル
バ
ー
ピ
ア
住
宅
の
み
、
市
役
所
本
庁

舎
２
階
）
、
市
政
情
報
や
ま
び
こ
（
中

町
分
庁
舎
１
階
）
、
南
・
な
る
せ
駅
前

・
鶴
川
・
忠
生
・
堺
・
小
山
の
各
市
民

セ
ン
タ
ー
、
市
民
課
駅
前
連
絡
所
・
木

参

加

団

体

【
人
形
劇
で
ぇ
】

　

人
形
劇
サ
ー
ク
ル
の
交
流
と
、
市
民

の
皆
さ
ん
に
人
形
劇
を
楽
し
み
、
親
し

ん
で
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
に
、
毎
年

ひ
な
た
村
祭
の
中
で
、「
人
形
劇
で
ぇ
」

を
開
催
し
て
い
ま
す
。
そ
の
参
加
団
体

を
募
集
し
ま
す
。

○
期
日　
　

月　

日
（
日
）

１１

２１

○
資
格　

市
内
ま
た
は
近
隣
市
の
団
体

○
申
し
込
み　

９
月　

日
午
後
５
時
ま

１９

で
に
電
話
で
ひ
な
た
村
（
11
７
２
２
・

５
７
３
６
）
へ
。

【
利
用
者
発
表
会
】

　

ひ
な
た
村
を
利
用
し
て
日
々
研
鑚
に

励
ん
で
い
ら
れ
る
団
体
の
皆
さ
ん
に
、

日
頃
の
成
果
を
発
表
し
て
い
た
だ
く

「
利
用
者
発
表
会
」
を
開
催
し
ま
す
。

○
資
格　

ひ
な
た
村
を
利
用
し
て
活
動

し
て
い
る
団
体

○
期
日　
　

月　

日
（
祝
）

１１

２３

○
申
し
込
み　

申
込
用
紙
（
ひ
な
た
村

窓
口
に
あ
り
ま
す
）
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
９
月　

日
午
後
５
時
ま
で
に
ひ

２６

な
た
村
へ
。

ひ
な
た
村
祭

臨
時
職
員（
保
健
師
）

○
資
格　

保
健
師
免
許
を
お
持
ち
の　
５０

歳
く
ら
い
ま
で
の
方

○
勤
務
期
間　

２
０
０
５
年
３
月　

日
３１

ま
で

○
勤
務
日　

月
〜
金
曜
日
で
週
２
〜
３

日
、
月　

日
以
内

１４

○
勤
務
時
間　

午
前
８
時　

分
〜
午
後

３０

５
時

○
勤
務
場
所　

健
康
福
祉
会
館
及
び
市

内○
勤
務
内
容　

検
診
及
び
相
談
業
務

○
募
集
人
員　

若
干
名

○
選
考
方
法　

書
類
・
面
接

○
申
し
込
み　

９
月
８
日
ま
で
に
電
話

で
健
康
課
（
11
７
２
５
・
５
１
７
８
）

へ
。

※
締
め
切
り
２
〜
３
日
後
に
面
接
を
実

施
し
ま
す
。

曽
山
崎
・
玉
川
学
園
文
化
の
各
セ
ン
タ

ー※
セ
ン
タ
ー
等
は
部
数
に
限
り
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

○
応
募　

郵
送
で
、
９
月　

日
ま
で
に

１４

住
宅
課
に
届
い
た
も
の
に
限
り
受
け
付

け
ま
す
。

□問
 

住
宅
課
11
７
２
４
・
１
１
３
０

訪

問

看

護

師

　

介
護
予
防
の
観
点
か
ら
支
援
が
必
要

な
方
や
、
介
護
に
携
わ
る
家
族
の
方
の

自
宅
を
訪
問
し
、
日
常
生
活
や
介
護
の

方
法
等
に
つ
い
て
相
談
・
指
導
を
行
い

ま
す
。

○
資
格　

看
護
師
の
資
格
を
お
持
ち
の

方○
募
集
人
員　

若
干
名

○
採
用　

平
成　

年　

月
以
降

１６

１０

※
採
用
条
件
等
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
。

○
申
し
込
み　

９
月　

日
ま
で
に
高
齢

１５

者
福
祉
課
（
11
７
２
４
・
２
１
４
０
）

に
電
話
連
絡
の
う
え
、
看
護
師
免
許
証

の
コ
ピ
ー
と
履
歴
書
を
持
参
し
て
下
さ

い
。

町
田
市
訪
問
指
導
事
業

保
育
補
助
パ
ー
ト
職
員

ま
で

○
勤
務
園
・
勤
務
日
時　

金
森
保
育
園

＝
毎
週
月
〜
金
曜
日
午
前
７
時　

分
〜

３０

９
時
、
大
蔵
・
山
崎
保
育
園
＝
毎
週
月

〜
金
曜
日
午
後
４
時　

分
〜
６
時

３０

○
募
集
人
員　

各
１
人

○
採
用　

９
月
以
降

○
申
し
込
み　

履
歴
書
に
写
真
を
張
り

希
望
園
を
記
入
し
、
資
格
証
明
書
の
写

し
（
有
資
格
者
）
を
添
付
し
て
９
月　
１０

日
ま
で
に
子
育
て
支
援
課
（
11
７
２
４

・
２
１
３
８
）
へ
。

市
立
保
育
園

臨

時

指

導

員

○
資
格　

重
い
障
が
い
を
持
つ
方
の
療

育
活
動
に
理
解
の
あ
る　

歳
未
満
の
方

３５

○
勤
務
期
間　
　

月
〜
２
０
０
５
年
３

１０

月
（
１
回
更
新
可
）

○
勤
務
日
時　

月　

日
で
午
前
８
時　

１４

３０

分
〜
午
後
５
時
、
ま
た
は
月
〜
金
曜
日

で
１
日
５
時
間
勤
務

○
勤
務
場
所　

ひ
か
り
療
育
園

○
募
集
人
員　

若
干
名

○
申
し
込
み　

９
月
２
日
〜　

日
に
、

１０

電
話
で
ひ
か
り
療
育
園
（
11
７
９
４
・

０
７
３
０
）
へ
。

※
随
時
面
接
を
行
い
ま
す
。

ひ
か
り
療
育
園

作

業

協

力

者

　

大
賀
藕
絲
館
で
作
る 
茄  
糸  
織 
や
お
手

か 

し 

お
り

玉
な
ど
の
材
料
と
な
る
ハ
ス
の
収
穫
作

業
を
利
用
者
と
共
に
行
い
ま
す
。

○
勤
務
期
間　

９
月　

日
（
火
）
〜　

２１

１０

月
８
日
（
金
）

※
土
・
日
曜
日
は
除
く
。

○
勤
務
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
３
時

○
申
し
込
み　

９
月　

日
ま
で
に
電
話

１３

で
大
賀
藕
絲
館
（
11
７
９
７
・
１
６
１

６
）
へ
。

大
賀
藕
絲
館

○
資
格　

保
育
士
、
幼
稚
園
教
諭
、

看
護
師
の
い
ず
れ
か
の
資
格
を
お
持
ち

の
方
、
ま
た
は
育
児
経
験
の
あ
る
方
で

保
育
園
の
近
く
に
お
住
ま
い
の　

歳
く

５５

ら
い
ま
で
の
方

○
勤
務
期
間　

２
０
０
５
年
３
月　

日
３１

田
市
民
（
１
年
に
１
回
受
け
ら
れ
ま
す
）

○
内
容　

問
診
、
歯
周
疾
患
等
の
診

査
、
予
防
指
導

○
費
用　

４
０
０
円

○
申
し
込
み　

協
力
歯
科
医
院
に
直
接

お
申
し
込
み
下
さ
い
。

※
健
康
手
帳
を
お
持
ち
の
方
は
ご
持
参

下
さ
い
。

【
非
負
担
者
に
つ
い
て
】

　

次
の
方
は
無
料
と
な
り
ま
す
。

○
２
０
０
４
年
度
の
市
民
税
非
課
税
世

帯
の
方

○
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
方

※
病
・
医
院
で
渡
さ
れ
る
受
診
票
で
、

当
日
、
負
担
・
非
負
担
の
届
け
出
を
し

て
下
さ
い
。

　

日
本
赤
十
字
社
で
は
、
徳
島
県
で
発

生
し
た
災
害
の
義
援
金
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
振
込
用
紙
の
通
信
欄
に
「
徳
島
県
台

風　

号
関
連
被
害
義
援
金
」
と
明
記

１０
し
、
郵
便
局
か
ら
送
金
し
て
下
さ
い
。

手
数
料
は
無
料
で
す
。

○
受
付
期
間　
　

月　

日
ま
で

１０

２９

○
口
座
番
号　

０
１
６
９
０�

８�

１
８

０
８

○
口
座
名
義　

日
本
赤
十
字
社
徳
島
県

支
部

□問
 

日
本
赤
十
字
社
東
京
都
支
部
11　
０３

・
５
２
７
３
・
６
７
４
３
、
町
田
市
福

祉
総
務
課
11
７
２
４
・
２
５
３
７

－
－

健
康
課
11
７
２
５
・
５
４
２
２

○
対
象　

平
成　

年　

月
〜
平
成　

年

１４

１０

１５

【
市
営
住
宅
】

　

９
月
４
日
（
土
）、
５
日
（
日
）

は
「
フ
ェ
ス
タ
な
か
ま
ち
」
の

準
備
・
開
催
の
た
め
、
市
役
所

一
般
駐
車
場
の
利
用
が
で
き
ま
せ

ん
。

　

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

□問
 

管
財
課
11
７
２
４
・
２
１
６
５

市
役
所
駐
車
場

一

般

開

放

を

中

止

し

ま

す


